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当
社
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
を
基
準
日
と
定
め
、
同
日
最
終
の
株
主
名
簿
お
よ
び
実
質
株
主
名

簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
た
株
主
を
も
っ
て
、
平
成
十
九
年
三
月
開
催
予
定
の
当
社
普
通
株
式
を
有
す
る
株

主
を
構
成
員
と
す
る
種
類
株
主
総
会
に
お
い
て
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
主
と
定
め
る
こ
と
と
い
た

し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。 

  

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
レ
ッ
ク
ス･

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

 

代
表
取
締
役 

西
山
知
義 

（
注
） 

本
公
告
掲
載
日
現
在
に
お
い
て
、
当
社
は
会
社
法
第
二
条
第
十
三
号
の
規
定
す
る
種
類
株
式
発
行
会
社

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
社
は
、
平
成
十
九
年
三
月
開
催
予
定
の
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
、
当
社
を
種
類
株
式

発
行
会
社
に
変
更
す
る
た
め
の
定
款
変
更
議
案
を
付
議
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
、
か
つ
、
同
総
会
に
お
い
て
、

当
社
普
通
株
式
を
会
社
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
す
る
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
に
変
更
す
る
旨

の
定
款
変
更
議
案
等
を
付
議
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

当
社
を
種
類
株
式
発
行
会
社
に
変
更
す
る
た
め
の
定
款
変
更
議
案
が
可
決
さ
れ
る
と
、
当
社
は
種
類
株
式

発
行
会
社
と
な
り
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
に
関
す
る
定
款
の
定
め
を
設
け
る
場
合
に
は
、
当
該
定
款
の

変
更
に
つ
き
、
株
主
総
会
の
決
議
の
ほ
か
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
に
変
更
さ
れ
る
予
定
の
株
式
を
有
す

る
株
主
を
構
成
員
と
す
る
種
類
株
主
総
会
の
決
議
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

そ
こ
で
、
本
公
告
に
よ
り
、
当
該
種
類
株
主
総
会
に
お
い
て
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
主
を
定
め
る

た
め
の
基
準
日
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
に
変
更
さ
れ
る
予

定
の
株
式
は
、
本
公
告
掲
載
日
現
在
に
お
い
て
当
社
の
発
行
し
て
い
る
す
べ
て
の
株
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
準
日

に
お
け
る
最
終
の
株
主
名
簿
お
よ
び
実
質
株
主
名
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
た
株
主
す
べ
て
が
本
公
告
の
対

象
と
な
り
ま
す
。 

基
準
日
設
定
公
告 


